
（第17404号）東 京 都 公 報令和3年8月25日（水曜日）
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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
住
宅
企
画
部
不
動
産
業
課
）…
�

告

示

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）…
�

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
認
可

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
解
除
及
び
指
定
の
一
部
解
除
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
変
更
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
生
活
福
祉
部
保
護
課
）…
�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
…
…
…
…（
同
）…
�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
休
止
…
…
…
…（
同
）…
��

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
再
開
…
…
…
…（
同
）…
��

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
の
指
定

（
二
件
）
…（
福
祉
保
健
局
高
齢
社
会
対
策
部
介
護
保
険
課
）…
��

○
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
）…
��

告

示
（
選
）

○
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る

異
議
申
出
に
つ
い
て
の
決
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

○
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
す
る

異
議
申
出
に
つ
い
て
の
決
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

○
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
及
び
当
選

の
効
力
に
関
す
る
異
議
申
出
に
つ
い
て
の
決
定
…
…
…
…
…
…
�	

○
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る

異
議
申
出
に
つ
い
て
の
決
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

公

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
��

規

則

東
京
都
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
九
十
三
号

東
京
都
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
細

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四

十
年
東
京
都
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
三
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に

改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
を
受

け
た
書
類
」
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
の
二
中
「第

２
９
条
第
１
項

」
を
「第

２
９

条

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
別
記
第
三
号
様
式

の
二
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を

加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

葛
飾
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
二
百
七
十
九
号
線
及
び
幹
線
街

路
補
助
線
街
路
第
二
百
八
十
二
号
線

三

事
業
施
行
期
間

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

葛
飾
区
高
砂
七
丁
目
、
高
砂
八
丁
目
、

柴
又
一
丁
目
及
び
柴
又
二
丁
目
各
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
十
九
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八



令和3年8月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第17404号） ２
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
金
町
六
丁
目
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発

組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

金
町
六
丁
目
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
令
和
四
年
七
月
三
十
一
日

ま
で

三

施
行
地
区

葛
飾
区
金
町
六
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

葛
飾
区
金
町
六
丁
目
七
番
二
十
二
号
比
留
間
ビ
ル
二
階

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日

五

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
元
年
東
京
都
告
示
第
八
百
七
十
九
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
及
び
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
二
百

七
十
一
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
港
区
芝
浦
一
丁
目

地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

ひ

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ

の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



（第17404号）東 京 都 公 報令和3年8月25日（水曜日）３

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
東
京
都
告
示
第
千
六
百
八

十
二
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
豊
島
区
東
池
袋
五

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



令和3年8月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第17404号） ４

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
介
護
機
関
か
ら
、
同
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行

規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の
二

（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17404号）東 京 都 公 報令和3年8月25日（水曜日）５



令和3年8月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第17404号） ６



（第17404号）東 京 都 公 報令和3年8月25日（水曜日）７



令和3年8月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第17404号） ８

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
介
護
機
関
か
ら
、
同
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行

規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の
二

（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17404号）東 京 都 公 報令和3年8月25日（水曜日）９



令和3年8月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第17404号） １０



（第17404号）東 京 都 公 報令和3年8月25日（水曜日）１１
◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
介
護
機
関
か
ら
、
同
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
休
止
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行

規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の
二

（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
介
護
機
関
か
ら
、
同
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
再
開
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行

規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の
二

（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和3年8月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第17404号） １２

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
四
条
の

二
及
び
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第

十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
を
指
定
し

た
の
で
、
同
令
第
十
一
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
務
所
の
名
称

社
会
福
祉
法
人
小
平
市
社
会
福
祉
協
議
会

二

事
務
所
の
所
在
地

小
平
市
学
園
東
町
一
丁
目
十
九
番
十
三
号

三

申
請
者
の
名
称

社
会
福
祉
法
人
小
平
市
社
会
福
祉
協
議
会

四

申
請
者
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

小
平
市
学
園
東
町
一
丁
目
十
九
番
十
三
号

五

申
請
者
の
代
表
者

の
氏
名

金
子

惠
一

六

指
定
年
月
日

令
和
三
年
八
月
一
日

七

受
託
事
務
の
種
類

要
介
護
認
定
調
査
事
務

八

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

の
提
供
の
有
無

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
四
条
の

二
及
び
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第

十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
を
指
定
し

た
の
で
、
同
令
第
十
一
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
務
所
の
名
称

社
会
福
祉
法
人
檜
原
村
社
会
福
祉
協
議
会

二

事
務
所
の
所
在
地

西
多
摩
郡
檜
原
村
二
千
七
百
十
七
番
地

三

申
請
者
の
名
称

社
会
福
祉
法
人
檜
原
村
社
会
福
祉
協
議
会

四

申
請
者
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

西
多
摩
郡
檜
原
村
二
千
七
百
十
七
番
地

五

申
請
者
の
代
表
者

の
氏
名

数
馬

守

六

指
定
年
月
日

令
和
三
年
九
月
一
日

七

受
託
事
務
の
種
類

要
介
護
認
定
調
査
事
務

八

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

の
提
供
の
有
無

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
八
号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都

条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定

薬
物
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

別
表
の
と
お
り

二

指
定
理
由

人
の
身
体
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
精
神
に
幻
覚
等
の
作
用

を
及
ぼ
し
、
ま
た
、
こ
れ
を
濫
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
の
健
康

に
被
害
が
生
じ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め

三

施
行
期
日

令
和
三
年
八
月
二
十
六
日



（第17404号）東 京 都 公 報令和3年8月25日（水曜日）１３

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
号

令
和
三
年
七
月
四
日
執
行
の
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
当

選
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
決
定
し

た
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
百
十

五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和3年8月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第17404号） １４
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令和3年8月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第17404号） １６

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号

令
和
三
年
七
月
四
日
執
行
の
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
選

挙
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
決
定
し

た
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
百
十

五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第17404号）東 京 都 公 報令和3年8月25日（水曜日）１７



令和3年8月25日（水曜日）東 京 都 公 報（第17404号） １８



（第17404号）東 京 都 公 報令和3年8月25日（水曜日）１９
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
号

令
和
三
年
七
月
四
日
執
行
の
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
選

挙
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
決
定
し

た
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
百
十

五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会


